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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 11日 (2005.3.11)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 受 信 装 置
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 放 送 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 段 と 、
　 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 通 信 手 段 と 、
　 前 記 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ が リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ で あ る と
き 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 段 で 受 信 で き る か 否 か を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、
　 前 記 判 別 手 段 に よ っ て 、 前 記 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 段 で 受 信
で き る と 判 別 さ れ た と き 、 該 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 段 で 受 信 さ
せ る 制 御 手 段 と 、
　 前 記 判 別 手 段 に よ っ て 、 前 記 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 段 で 受 信
で き る と 判 別 さ れ た と き 、 前 記 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ に 替 え て 前 記 放 送
受 信 手 段 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ を 選 択 す る 選 択 手 段 と 、
　 前 記 選 択 手 段 で 選 択 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ の 提 示 処 理 を 行 う 提 示 処 理 手 段 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 判 別 手 段 は 、 前 記 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ に 付
加 さ れ た 該 放 送 コ ン テ ン ツ の 放 送 チ ャ ネ ル 情 報 に 基 づ い て 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送
受 信 手 段 で 受 信 で き る か 否 か 判 別 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て コ ン テ ン ツ を 配 信 す る コ ン テ ン ツ 配 信 装 置 に 対 し て 、 前 記 通
信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ に 関 す る 放 送 チ ャ ネ ル 情 報 の 問

お よ び 受 信 方 法



合 せ を 行 う 問 合 せ 手 段 を 設 け 、
　 前 記 判 別 手 段 は 、 前 記 問 合 せ に 対 す る 前 記 コ ン テ ン ツ 配 信 装 置 か ら の 応 答 に 基 づ い て 、
前 記 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 段 で 受 信 で き る か 否 か 判 別 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 問 合 せ 手 段 は 、 前 記 通 信 手 段 を 介 し て 前 記 問 合 せ を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 問 合 せ 手 段 は 、 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク と は 異 な る 伝 送 路 を 用 い て 前 記 問 合 せ を 行 う
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 放 送 コ ン テ ン ツ の 画 像 に 対 し て 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ と は 異 な る 画 像 を 重 畳 さ せ る 表
示 重 畳 手 段 を 設 け 、
　 前 記 表 示 重 畳 手 段 は 、 前 記 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ
に 対 し て 、 前 記 放 送 コ ン テ ン ツ と 異 な る 画 像 を 重 畳 さ せ る と と も に 、 前 記 選 択 手 段 で 選 択
さ れ る 放 送 コ ン テ ン ツ が 前 記 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ
か ら 前 記 放 送 受 信 手 段 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ に 切 り 替 え ら れ て も 、 前 記 放 送 受 信 手
段 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ に 対 し て 、 前 記 放 送 コ ン テ ン ツ と 異 な る 画 像 を 重 畳 さ せ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 受 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　
　
　

　

　

　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 こ の 発 明 は 、 コ ン テ ン ツ 配 信 装 置 か ら 配 信 さ れ た コ ン テ ン ツ を 受 信 し て コ ン テ ン ツ の 提
示 を 行 う 受 信 装 置 に 関 す る 。 詳 し く は 、 コ ン テ ン ツ 配 信 装 置 か ら 配 信 さ れ
る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 受 信 装 置 が 有 す る チ ュ ー ナ で 受 信 で き る と き に は 、 サ
ー バ 装 置 か ら 配 信 さ れ る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ に 替 え て チ ュ ー ナ で 受 信 さ れ た 放
送 コ ン テ ン ツ を 用 い て コ ン テ ン ツ の 提 示 を 行 う も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
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放 送 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 順 と 、
ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 通 信 手 順 と 、
前 記 通 信 手 順 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ が リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ で あ る と

き 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 順 で 受 信 で き る か 否 か を 判 別 す る 判 別 手 順 と 、
前 記 判 別 手 順 に よ っ て 、 前 記 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 順 で 受 信

で き る と 判 別 さ れ た と き 、 該 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 順 で 受 信 さ
せ る 制 御 手 順 と 、

前 記 判 別 手 順 に よ っ て 、 前 記 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 前 記 放 送 受 信 手 順 で 受 信
で き る と 判 別 さ れ た と き 、 前 記 通 信 手 順 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ に 替 え て 前 記 放 送
受 信 手 順 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ を 選 択 す る 選 択 手 順 と 、

前 記 選 択 手 順 で 選 択 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ の 提 示 処 理 を 行 う 提 示 処 理 手 順 と を 有 す る
こ と を 特 徴 と す る 受 信 方 法 。
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　 そ こ で 、 こ の 発 明 で は 、 コ ン テ ン ツ 配 信 装 置 か ら ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ る リ ア
ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 品 位 の 低 下 を 招 く こ と な く 提 示 可 能 と す る 受 信 装 置

を 提 供 す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ９ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 こ の 発 明 に 係 る 受 信 装 置 は 、 放 送 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 段 と 、 ネ ッ ト ワ ー ク
を 介 し て 配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 通 信 手 段 と 、 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン
テ ン ツ が リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ で あ る と き 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信 手 段 で
受 信 で き る か 否 か を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、 判 別 手 段 に よ っ て 、 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ
ン ツ を 放 送 受 信 手 段 で 受 信 で き る と 判 別 さ れ た と き 、 該 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を
放 送 受 信 手 段 で 受 信 さ せ る 制 御 手 段 と 、 判 別 手 段 に よ っ て 、 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン
ツ を 放 送 受 信 手 段 で 受 信 で き る と 判 別 さ れ た と き 、 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン
ツ に 替 え て 放 送 受 信 手 段 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ を 選 択 す る 選 択 手 段 と 、 選 択 手 段 で
選 択 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ の 提 示 処 理 を 行 う 提 示 処 理 手 段 と を 有 す る も の で あ る 。

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ５ ３ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 放 送 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 段 と 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て
配 信 さ れ る コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 通 信 手 段 と 、 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ が
リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ で あ る と き 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信 手 段 で 受 信 で き
る か 否 か を 判 別 す る 判 別 手 段 と 、 判 別 手 段 に よ っ て 、 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 放
送 受 信 手 段 で 受 信 で き る と 判 別 さ れ た と き 、 該 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信
手 段 で 受 信 さ せ る 制 御 手 段 と 、 判 別 手 段 に よ っ て 、 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送
受 信 手 段 で 受 信 で き る と 判 別 さ れ た と き 、 通 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ に 替 え
て 放 送 受 信 手 段 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ を 選 択 す る 選 択 手 段 と 、 で 選 択 さ れ
た 放 送 コ ン テ ン ツ の 提 示 処 理 を 行 う 提 示 処 理 手 段 が 設 け ら れ る 。 こ の た め 、 ネ ッ ト ワ ー ク
の ト ラ フ ィ ッ ク 量 が 多 く な っ て も 、 コ ン テ ン ツ 配 信 装 置 か ら 配 信 さ れ て 手 段 で 受 信 さ
れ る リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 、 良 好 な 品 位 で 提 示 す る こ と が で き る 。
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ま た 、
受 信 方 法 は 、 放 送 コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 放 送 受 信 手 順 と 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 配 信 さ れ
る コ ン テ ン ツ を 受 信 す る 通 信 手 順 と 、 通 信 手 順 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ が リ ア ル タ
イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ で あ る と き 、 該 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信 手 順 で 受 信 で き る か 否 か
を 判 別 す る 判 別 手 順 と 、 判 別 手 順 に よ っ て 、 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信 手
順 で 受 信 で き る と 判 別 さ れ た と き 、 該 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信 手 順 で 受
信 さ せ る 制 御 手 順 と 、 判 別 手 順 に よ っ て 、 リ ア ル タ イ ム の 放 送 コ ン テ ン ツ を 放 送 受 信 手 順
で 受 信 で き る と 判 別 さ れ た と き 、 通 信 手 順 に よ っ て 受 信 さ れ る コ ン テ ン ツ に 替 え て 放 送 受
信 手 順 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ ン ツ を 選 択 す る 選 択 手 順 と 、 選 択 手 順 で 選 択 さ れ た 放 送 コ
ン テ ン ツ の 提 示 処 理 を 行 う 提 示 処 理 手 順 と を 有 す る も の で あ る 。

選 択 手 段

通 信
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